
（平成２４年４月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認長崎地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

長崎厚生年金 事案 1280 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成３年４月１日から同年５月１日までの期間に係る

標準報酬月額については、30 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が、申立人の当該期間に係る当該標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

                       

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 59 年４月１日から平成３年８月１日まで 

 ねんきん定期便によると、私がＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた

期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が、実際に受け取っていた給

与額より低い額となっていることが分かった。 

銀行の取引照合表により、当時の給与振込額が確認できるので、申立

期間の標準報酬月額を実際に受け取っていた給与額に見合う額に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

に基づく標準報酬月額又は申立人の報酬月額に基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、

記録訂正の適否を判断することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成３年４月１日から同年５月１日まで

の期間に係る標準報酬月額については、申立人のオンライン記録上の標準

報酬月額、申立人から提出された給与振込先銀行の取引照合表により確認

できる給与振込額及び後述するＡ社において行われていたと推認される給



                      

  

与支給方式により推認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、30

万円に訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、Ｂ社は、「当時の資料が現存していないので、申立人に関して

届け出た報酬月額、保険料控除額及び保険料納付額は不明である。」とし

ており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が当該標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 59 年４月１日から平成３年４月１日まで

の期間及び同年５月１日から同年８月１日までの期間（以下「平成３年４

月を除く申立期間」という。）については、前述の取引照合表により、平

成３年４月を除く申立期間のうちほとんどの期間において、オンライン記

録上の標準報酬月額よりも高い額の給与が振り込まれていたことが確認で

きる。 

しかし、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる同僚から提

出された平成元年６月分から３年７月分までの給与明細書によると、元年

６月１日から３年８月１日までの期間（平成３年４月１日から同年５月１

日までの期間は除く。）において、当該同僚は、オンライン記録上の標準

報酬月額に見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

また、同僚がオンライン記録上の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料

を控除されているという前述の事情、前述の給与明細書、Ｂ社の回答、Ａ

社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる複数の同僚の証言、及び

当該複数の同僚に係るオンライン記録上の標準報酬月額により推認される

当該事業所の給与支給方式等は以下のとおりである。 

Ａ社では、申立期間のうち平成２年 12 月分までは、男性社員の給与に

ついて、給与明細書上の給与支給額から社会保険料等を控除するとともに

貸付金を加算して支給（当該貸付金については賞与支給時にＡ社に返済）

する方式を採っていたため、差引支給額（実際に支給される金額）は給与

明細書上の給与支給額より高くなっていたものの、標準報酬月額に関する

届出については、貸付金が加算される前の給与明細書上の給与支給額を報

酬月額として届け出ていた。その後、３年１月分（平成３年２月５日支

給）からは、それまで貸付金として加算していた額を含んだ額を給与明細

書上の給与支給額として支給する方式に改め、見かけ上増加した同年１月

分から同年３月分までの報酬（平成３年２月支給分から同年４月支給分ま

での報酬）に基づき随時改定が行われた同年５月以降は、貸付金を含んだ



                      

  

給与明細書上の給与支給額を報酬月額として届け出たものと推認できる。 

以上のことから、Ａ社では、男性社員の給与について、申立期間のうち

昭和 59 年４月１日から平成３年５月１日までは、実際に支給された額が

おおむねオンライン記録上の標準報酬月額よりも高い額であったと推認さ

れるものの、厚生年金保険料については、平成３年４月を除く申立期間に

おいて、おおむねオンライン記録どおりの標準報酬月額に基づく額が控除

されていたものと推認できるところ、前述の取引照合表により確認できる

給与振込額を検証すると、申立人についても、平成３年４月を除く申立期

間において、おおむねオンライン記録どおりの標準報酬月額に見合う保険

料が控除されていたものと推認できる。 

さらに、申立期間の一部において、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記

録が確認できる複数の者（前述の給与明細書を提出した同僚を含む。）は、

「同社は、社会保険事務所へ実際の給与より低い報酬月額を届け出てい

た。」と述べているところ、Ｂ社は、「申立期間当時は総報酬制ではなか

ったので、毎月の給与額を低く、賞与額を高くするよう調整していた。そ

れが良いということで社員も理解していたと思う。」としている。 

加えて、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票により確認でき

る申立期間の一部（昭和 59 年４月１日から 61 年 10 月１日までの期間）

における標準報酬月額はオンライン記録と一致しており、当該被保険者原

票及びオンライン記録上、申立人の標準報酬月額について、不自然な記録

訂正が行われた形跡は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、平成３年４月を除く申立期間について、

申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 1281 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日は、平成５年４月１日であると認められることから、同社におけ

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、平成４年７月から同年９

月までは 22 万円、同年 10 月から５年３月までは 24 万円とすることが妥

当である。 

 また、申立期間②について、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間

の標準報酬月額を 26 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 39 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 平成４年７月 31 日から５年４月１日まで 

          ② 平成５年４月１日から６年４月 28 日まで 

年金記録を確認したところ、私がＡ社に勤務していた期間のうち、申

立期間①に係る厚生年金保険被保険者記録が無いことが分かった。継続

して勤務していたので、申立期間①を厚生年金保険被保険者期間と認め

てほしい。 

また、年金事務所からの連絡により、Ａ社に勤務していた期間のうち

申立期間②に係る標準報酬月額が、実際に支給されていた給与額より低

い額になっていることが分かったので、正しい額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンライン記録上、Ａ社は、平成５年３月 31 日

（現在は、平成５年４月１日に訂正されている。）に一旦厚生年金保険の

適用事業所ではなくなり、同年４月１日（現在は、平成５年３月 31 日に

訂正されている。）に再度適用事業所となっていることが確認できるとこ

ろ、申立人は、同年３月 18 日付けで、当初記録されていた４年 10 月の定



                      

  

時決定の記録を取り消され、同年７月 31 日に遡及して同社に係る厚生年

金保険被保険者資格を喪失し、５年４月１日に再度同資格を取得している

ことが確認できる。 

しかし、雇用保険の記録によると、申立人は、申立期間①において、Ａ

社に継続して勤務していたことが確認できる上、オンライン記録によると、

申立人同様、平成５年３月 18 日又は同年３月 19 日付けで、当初記録され

ていた前年の定時決定、随時改定等の記録を取り消され、４年７月 31 日

に遡及して同社に係る厚生年金保険被保険者資格を喪失させられた者が

36 人（申立人及び事業主を含む。）、資格記録そのものを取り消された

者が１人確認できるほか、当該 37 人のうち、申立人及び事業主を含む 29

人は、５年４月１日に同社に係る被保険者資格を再度取得していることが

確認できる。 

また、前述の 29 人のうちの複数の者の証言によると、申立期間①当時、

Ａ社の経営状況が悪く、社会保険料の滞納があった状況がうかがえる。 

さらに、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人が同社のＢ職であった

ことは確認できない上、複数の同僚は、「申立人はＣ業務を担当しており、

社会保険事務には関与していなかった。」と述べており、申立人は当該遡

及訂正処理に関与していなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立

人について、平成４年７月 31 日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的

な理由は見当たらないことから、当該資格喪失に係る記録は有効なものと

は認められず、申立人のＡ社に係る資格喪失日は、同社が再度厚生年金保

険の適用事業所となり、申立人が再度同社に係る厚生年金保険被保険者資

格を取得した５年４月１日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の平成４年６月及

び取消し前の同年 10 月の社会保険事務所の記録から、同年７月から同年

９月までは 22 万円、同年 10 月から５年３月までは 24 万円とすることが

妥当である。 

申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額は、当初 26 万円と記録されていたところ、Ａ社が再度厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成６年４月 28 日）の後の

平成６年６月８日付けで、５年 10 月の定時決定の記録を取り消された上、

申立人が同社に係る厚生年金保険被保険者資格を再度取得した同年４月１

日に遡って 16 万円に引き下げられていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人同様、平成６年６月８日付けで、

当初記録されていた前年の定時決定、随時改定等の記録を取り消され、５

年４月１日に遡って標準報酬月額を引き下げられている者が 24 人確認で

きるほか、前述のとおり、申立人は、Ａ社のＢ職であったことが確認でき



                      

  

ない上、複数の同僚の証言により社会保険事務に関与していなかったこと

がうかがえることから、申立人は、当該遡及訂正処理に関与していなかっ

たものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該遡及訂正

処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、申立期間②において標

準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、当該期間に係

る標準報酬月額は、当初記録されていた 26 万円に訂正することが必要で

ある。 

 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 1285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 28 年 10 月 31

日）及び資格取得日（昭和 29 年３月１日）を取り消し、申立期間の標準

報酬月額を 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 28 年 10 月 31 日から 29 年３月１日まで 

 私は、昭和 27 年から 31 年７月までＡ社に継続して勤務していたが、

厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間に係る被保険者記録

が確認できないことが分かった。 

 途中で退職したことは無く、継続して勤務していたことは間違いな

いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は、昭

和 27 年 10 月 15 日に同社に係る厚生年金保険被保険者資格を取得し、28

年 10 月 31 日に被保険者資格を喪失した後、29 年３月１日に同社に係る

被保険者資格を再取得しており、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が

確認できない。 

しかし、申立期間において、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確

認できる者で事情を聴取できた複数の者のうちの３人は、申立人が同社に

勤務していたことを記憶しているとともに、申立人は途中で辞めたことは

無かった旨述べていることから、申立人は、申立期間において、継続して

同社に勤務していたことが推認される。 

また、前述の３人のうちの１人でＣ職であったとする者は、「当時、職



                      

  

員は全て正社員として採用しており、社内での部署の異動により社会保険

の取扱いが変わることは無かった。全ての職員の給与計算等の事務は、部

署に関係無く同じ担当者が行っていた。」と述べている。 

さらに、申立人及び前述の３人の証言から、申立期間当時のＡ社の従業

員数は 15 人から 20 人ぐらいであったと推認されるところ、同社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認できる申立期間の被保険者数

は 19 人であることから、申立期間当時、同社は、全ての従業員を厚生年

金保険に加入させていた可能性がうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

28 年９月及び同年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録（申立人が昭和

28 年 10 月 31 日に被保険者資格を喪失したために、同年 11 月の記録は取

り消されたものと推認される。）から、7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ｂ社は、「昭和 40 年の会社合併以前の資料は処分し

て残っていないので、申立人の在籍や申立てに係る届出、保険料控除及び

納付については不明である。」と回答しているが、事業主から申立人に係

る被保険者資格の喪失及び取得に係る届出が提出されていないにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを記録するとは考え難いことから、事業主が

社会保険事務所の記録どおりの届出を行っており、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 28 年 10 月から 29 年２月までの保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 1286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 39 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39 年６月 23 日から同年７月１日まで 

私は、昭和 36 年からＡ社に勤務し、途中で同社Ｂ支店に転勤したが、

申立期間における厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

申立期間において同社に継続して勤務していたことは間違いないので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された申立人に係る入退社台帳の

写しにより、申立人は、申立期間において、同社に継続して勤務し（Ａ社

本社から同社Ｂ支店に異動）、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

また、異動日については、辞令等の資料は確認できないものの、申立期

間においてＡ社Ｂ支店に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる者で、

申立期間当時、同社Ｂ支店においてＣ事務を担当していたとする者が、

「申立人のような事例の場合、昭和 39 年６月中は本社在籍の扱いだった

と思われる。」と述べている上、申立期間前後において、同社本社又は同

社の他支店から同社Ｂ支店に異動したと思われる複数の者全員が１日付け

で同社Ｂ支店に係る厚生年金保険被保険者資格を取得していることから、

昭和 39 年７月１日とすることが妥当である。 

さらに、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社におけ



                      

  

る昭和 39 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ａ社は、「入退社台帳以外に当時の資料は無く、不明

である。」としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社

会保険事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 1282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 39 年６月 20 日から 40 年１月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険被

保険者記録が確認できない。 

当該事業所では、一時的に休職や退職したことはなく、継続して勤務

していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所記号払出簿及びオンライン記録によると、Ａ社（当該名称で厚生

年金保険を適用された最初の事業所。以下、厚生年金保険制度上の当該事

業所について、名称変更後を含め「適用事業所１」という。）は、昭和

37 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所となり、39 年１月３日（オン

ライン記録上は、昭和 39 年４月 27 日）にＢ社（オンライン記録上は、Ｃ

社。商業登記簿上は、Ａ社とは別法人。）に名称変更後、41 年９月 29 日

に適用事業所ではなくなっていることが確認できるほか、適用事業所１と

は別に、Ａ社（以下、厚生年金保険制度上の当該事業所について「適用事

業所２」という。商業登記簿上、適用事業所１が名称変更する前の事業所

と同じ事業所。）として 40 年１月１日に重複して適用事業所となってい

ることが確認できるところ、同年１月１日に適用事業所２に係る厚生年金

保険被保険者資格を取得していることが確認できる者で、申立期間におい

て自身がＡ社に勤務していたと証言する複数の者が、「申立人は、私が入

社する前から勤務していた。」、「申立人は、途中で辞めたり、職場を変

わったことは無かったと思う。」と述べていることから、申立人は、申立

期間において、Ａ社に継続して勤務していたことがうかがえる。 

しかし、ⅰ）申立期間の全部又は一部において適用事業所１に係る厚生



                      

  

年金保険被保険者記録が確認できる５人（商業登記簿によりＡ社のＤ職及

びＥ職で、Ｂ社のＦ職でもあることが確認できる２人並びにＢ社のＧ職で

あることが確認できる１人を除く。）はいずれも男性であり、Ｂ社に勤務

していたとする者は、当該５人について、Ａ社ではなくＢ社に勤務してい

た旨証言していること、ⅱ）適用事業所２に係る厚生年金保険被保険者資

格を昭和 40 年１月１日に取得していることが確認できる 12 人（申立人を

含む。）はいずれも女性であり、前述のとおり、そのうち複数の者が、自

身は申立期間においてＡ社に勤務していた旨証言していることから、適用

事業所１は申立期間において、Ｂ社に勤務している者等、一部の男性従業

員を除き、Ａ社に勤務している女性従業員を厚生年金保険に加入させてい

なかったことがうかがえる。 

また、当時の事業主は、「関係書類を保管していないため、当時の状況

は不明である。」と回答しているほか、適用事業所１又は適用事業所２に

係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる複数の者に事情を聴取しても、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる回答

を得ることはできなかった。 

さらに、適用事業所１に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原

票によると、申立人は、昭和 39 年６月 20 日に適用事業所１に係る厚生年

金保険被保険者資格を喪失しているところ、同年７月７日に健康保険被保

険者証を返納していることが確認できる上、当該被保険者原票を見ても、

不自然な記録訂正が行われた形跡は見当たらない。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 1283（事案 1042 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 31 年 11 月１日から 32 年７月２日まで 

私は、Ａ社Ｂ工場に４回勤務したが、そのうち、１回目に勤務した

厚生年金保険被保険者期間及び３回目に勤務した被保険者期間（申立

期間）については、脱退手当金が支給されている記録となっており、

納得がいかなかったため、年金記録確認の申立てをしたところ、前回、

年金記録の訂正は必要でないとする通知を受け取った。 

しかし、脱退手当金を支給する際に１回目の被保険者期間について

はともかく、どうして２回目の被保険者期間を除いて３回目の被保険

者期間について支給したのか疑問であり、納得できないし、そもそも

受給した覚えもないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 24 年５月 21 日から 27 年３月 20 日までの期間及び今回の申立期間

である 31 年 11 月 1 日から 32 年７月２日までの期間（以下「前回申立期

間」という。）に係る申立てについては、前回申立期間の間にある厚生年

金保険被保険者期間は、同一の事業所に係るものであり、かつ、同一の厚

生年金保険被保険者台帳記号番号により管理されていたにもかかわらず、

脱退手当金の計算の基礎とされておらず、未請求となっている一方、ⅰ）

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（以下「旧台帳」という。）には、当

該未請求の被保険者期間の記載が無く、前回申立期間に係る脱退手当金が

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後に支給決定されているこ

とが確認できる上、支給額に誤りは無いことなどから、事務処理が不合理

であったとまでは言えないこと、ⅱ）申立人と同時期に被保険者資格を喪



                      

  

失した同僚の脱退手当金の受給状況から、事業主による代理請求が行われ

ていた状況がうかがえること、ⅲ）申立人が前回申立期間の後にＡ社Ｂ工

場に係る被保険者資格を再取得した際には、前回申立期間とは別の記号番

号が払い出されていることなどから、既に当委員会の決定に基づき平成

23 年６月 30 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われて

いる。 

今回、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を支給する際に、２回目の

被保険者期間を除いて、３回目の被保険者期間（申立期間）について支給

されていることに疑問を持ち、納得できないとして、再度申し立てている。 

本事案では、前述のとおり、前回申立期間の間にある被保険者期間（２

回目の被保険者期間）は、脱退手当金の計算の基礎とされておらず、未請

求となっているところ、ⅰ）前回申立期間及び２回目の被保険者期間にお

いて、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び旧台帳は、ともに管轄の社

会保険事務所(当時)で管理されていたことから、当該社会保険事務所にお

いて、２回目の被保険者期間について、被保険者名簿には記載したものの、

旧台帳への転記が漏れたものと考えられること、ⅱ）前回申立期間に係る

脱退手当金が支給された当時の脱退手当金裁定請求書には、公的年金加入

歴の記載項目が無く、厚生年金保険被保険者台帳記号番号（当該記号番号

が不明の場合は、初めて被保険者として使用された事業所）及び最後に被

保険者として使用された事業所を記載する様式であったことから、前回申

立期間に係る脱退手当金裁定請求書には２回目の被保険者期間が記載され

ていなかったと考えられること、ⅲ）前回申立期間に係る脱退手当金の裁

定庁（最後に使用された事業所を管轄する社会保険事務所等）は、前回申

立期間に係る脱退手当金裁定請求書に記載されている記号番号が自庁の払

出しであったため、他の社会保険事務所等に記録照会を行う必要が無く、

前述の２回目の被保険者期間が記載されていない旧台帳に基づき前回申立

期間に係る脱退手当金の裁定を行ったものと考えられることから、２回目

の被保険者期間を除いて脱退手当金が支給されていることをもって、申立

期間に係る脱退手当金自体が支給されていないとまでは言えない。 

また、Ａ社から名称変更したＣ社は、「Ａ社Ｂ工場の入社・退社簿につ

いては、その一部を保管しているが、申立期間については、残存していな

いので、申立期間当時の脱退手当金に関する取扱いは不明である。」と回

答しているものの、申立期間を含む期間において、Ａ社Ｂ工場に係る厚生

年金保険被保険者記録が確認できる者で、申立期間当時、Ｄ業務を行って

いたとする者は、「会社は一時金で受け取るのが良いのではないかと勧め

て、脱退手当金の手続をしていた。」と述べているほか、申立期間におけ

る申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日の前後それぞれ２年以内に当

該事業所に係る被保険者資格を喪失後、脱退手当金を支給された記録とな



                      

  

っている者のうち事情を聴取できた複数の者は、「脱退手当金の手続は会

社で行ったと思う。」と述べていることから、当該事業所においては、事

業主による代理請求が行われていた状況がうかがえる。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認

めることはできない。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 1284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年８月から 29 年１月 30 日まで 

          ② 昭和 31 年４月から同年 11 月１日まで 

私は、Ａ社Ｂ工場に４回勤務したが、２回目は昭和 28 年８月に、３

回目は 31 年４月に入社したにもかかわらず、厚生年金保険の記録によ

ると、当該事業所に係る厚生年金保険被保険者資格取得日がそれぞれ

29 年１月 30 日、31 年 11 月１日となっており、申立期間①及び②の記

録が無いことが分かった。 

それぞれの入社経緯を覚えており、入社後２か月以上も加入していな

いのはおかしいと思うので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①又は②を含む期間において、Ａ社Ｂ工場に係る厚生年金保険

被保険者記録が確認できる複数の者（申立人が同僚として氏名を挙げた者

を含む。）に事情を聴取したところ、このうち複数の者から申立人が当該

事業所に勤務していたことをうかがわせる証言は得られたものの、申立人

が申立期間①及び②に勤務していたことをうかがわせる証言が得られない。 

また、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

ⅰ）申立人が、２回目に当該事業所に係る厚生年金保険被保険者資格を取

得した日（昭和 29 年１月 30 日）に、同資格を取得した者が 139 人（申立

人及び申立人が２回目の入社の同期として氏名を挙げた３人を含む。）確

認できるところ、当該 139 人のうち事情を聴取できた者の中には、自身の

同資格取得日と入社時期が相違している旨述べている者がいること、ⅱ）

申立人が、３回目に当該事業所に係る被保険者資格を取得した月（昭和



                      

  

31 年 11 月）に、同資格を取得した者が 148 人（申立人を含む。）確認で

きるところ、申立期間①及び②を含む期間において、当該事業所に係る被

保険者記録が確認できる者で、昭和 31 年から 37 年までＣ業務を行ってい

たとする者は、春以外の時期に入社する者の総数が、一度に 100 人を超え

ることは無かった旨述べていることから、当該事業所は、申立期間①及び

②当時、必ずしも入社と同時に厚生年金保険の加入手続を行っていたわけ

ではなく、異なる時期に入社した者をまとめて厚生年金保険に加入させて

いた状況がうかがえる。 

さらに、Ａ社から名称変更したＤ社は、「Ａ社Ｂ工場の入社・退社簿に

ついては、その一部を保管しているが、申立期間については残存していな

いため、申立てに係る届出、保険料控除及び保険料納付については不明で

ある。」と回答しているほか、前述の申立人を記憶していた複数の同僚に

事情を聴取しても、申立期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかが

わせる回答を得ることはできなかった。 

このほか、申立期間において、事業主により申立人の厚生年金保険料が

給与から控除されていた事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 


